
一
九
七
八
年
七
月
一
四
日
、
青
山
道
夫
は
東
京
で
逝
去
し
た
。
九

年
前
で
あ
る
。
同
年
六
月
二
五
日
、
「
日
本
家
族
制
度
論
」
が
九
州

大
学
出
版
会
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
家
族
制
度
に
関
す
る
こ
れ
ま

で
の
論
文
の
う
ち
十
二
篇
を
集
め
た
代
表
的
著
作
集
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
生
前
最
後
に
ご
自
宅
で
手
に
と
っ
た
自
著
で
あ
っ
た
。
同
年

『
季
節
・
人
間
・
文
化
』
と
い
う
随
筆
集
も
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ

は
遺
稿
集
と
な
っ
た
。

一
九
三
一
年
言
－
ウ
ィ
の
『
国
家
の
起
源
』
特
に
地
縁
的
紐
帯

に
付
て
」
及
び
「
キ
リ
ス
ト
教
の
婚
姻
非
解
消
主
義
に
関
す
る
一
考

察
」
を
法
学
新
報
に
発
表
し
て
か
ら
亡
く
な
る
年
ま
で
青
山
は
実
に

四
十
七
年
間
に
わ
た
る
著
作
活
動
を
続
け
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
間
、

九
州
大
学
を
初
め
西
南
学
院
、
東
京
経
済
各
大
学
で
民
法
担
当
の
教

授
を
勤
め
て
い
る
。
青
山
の
教
鞭
生
活
も
同
様
に
長
い
。
し
か
し
、

数
多
く
の
教
科
書
類
は
別
と
し
て
、
論
文
及
び
訳
書
の
一
覧
だ
け
を

見
た
場
合
、
青
山
道
夫
を
民
法
の
大
家
と
し
て
指
を
屈
す
る
入
が
い

〔
学
説
研
究
〕青

山
道
夫
の
家
族
法

る
で
あ
ろ
う
か
。
青
山
は
民
族
法
学
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
の

新
し
い
民
法
を
そ
の
民
主
主
義
と
近
代
家
族
法
の
原
理
に
お
い
て
普

及
し
且
つ
啓
蒙
し
、
併
せ
て
高
い
理
論
的
体
系
書
と
し
て
「
身
分
法

概
論
」
を
一
九
五
○
年
に
刊
行
し
た
の
は
青
山
道
夫
を
以
て
哨
矢
と

す
る
。
本
書
は
そ
の
後
二
度
改
訂
さ
れ
、
「
改
訂
家
族
法
論
」
Ｉ
お

よ
び
Ⅱ
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
今
日
で
も
家
族
法
の
最
も
代
表
的
標
準

的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

先
き
に
示
し
た
処
女
論
文
に
つ
い
で
青
山
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の

家
族
学
説
を
考
察
し
た
「
「
父
」
の
原
始
観
念
」
と
「
サ
ー
・
ヘ
ン

リ
ー
・
メ
イ
ン
の
現
代
に
於
け
る
意
義
」
を
法
学
志
林
に
発
表
し

た
。
そ
し
て
、
訳
書
は
ウ
ェ
ス
タ
ー
マ
ー
ク
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
、

ロ
ウ
ィ
Ⅱ
プ
リ
フ
ォ
ル
ト
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
続
く
が
、
何
と
い
っ
て

も
文
化
人
類
学
者
Ｂ
・
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
「
未
開
社
会
に
於
け
る

犯
罪
と
慣
習
」
の
訳
書
を
一
九
四
二
年
改
造
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
先

駆
的
功
績
は
大
き
い
。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
一
九
一
四
年
初
め
て
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
赴
き
、
人
類
学
会
に
出
席
し
た
。
し
か
し
資
金
不

里
州

木

■■■■■■

■■■■■
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足
と
戦
争
勃
発
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
籍
の
彼
は
現
地
調
査

に
難
渋
し
た
も
の
の
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
深
い
理
解
に
よ
っ

て
調
査
費
用
を
得
て
一
三
－
ギ
ニ
ア
南
部
の
マ
イ
ル
ー
地
域
で
過
し

た
が
、
こ
の
間
北
東
沿
岸
沖
の
ト
ロ
プ
リ
ァ
ン
ド
諸
島
を
訪
れ
て
興

味
を
も
ち
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
一
年
間
づ
つ
二
度

に
わ
た
る
現
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
今
日
で
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー

の
著
作
は
大
部
分
が
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
お
り
、
最
近
右
の
期
間
の

日
記
も
訳
書
コ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
日
記
」
（
谷
口
佳
子
訳
）
と
し
て

出
版
さ
れ
た
。
し
か
し
、
青
山
が
前
掲
書
を
訳
出
し
た
当
時
、
マ
リ

ノ
ウ
ス
キ
ー
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
わ
ず

か
に
高
柳
真
三
が
「
犯
罪
と
慣
習
」
を
国
家
学
会
雑
誌
に
紹
介
す
る

程
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
青
山
は
そ
れ
に
刺
激
を
受
け
て
マ
リ
ノ

ウ
ス
キ
ー
の
研
究
に
入
り
「
父
の
原
始
観
念
」
を
発
表
し
、
つ
づ
い

て
「
犯
罪
と
慣
習
」
を
訳
出
し
た
の
で
あ
る
。
戦
後
さ
ら
に
マ
リ
ノ

ウ
ス
キ
ー
の
「
未
開
家
族
の
論
理
と
心
理
」
を
有
地
教
授
と
共
訳
し

て
出
版
し
た
が
、
そ
の
原
書
は
戦
前
に
苦
労
し
て
捜
し
出
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
青
山
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
を
「
少
し
勉
強
し

て
ゑ
た
い
と
思
っ
た
」
け
れ
ど
「
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
そ
れ
自
体
を
全

部
、
頭
か
ら
肯
定
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
、
「
少
な
く
と
も
そ

れ
ま
で
の
民
族
学
に
対
す
る
あ
あ
い
う
機
能
主
義
的
な
批
判
的
傾

向
を
取
り
入
れ
て
、
新
し
く
発
展
段
階
や
家
族
の
歴
史
を
書
き
改
め

な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
」
（
「
青
山
先
生
の
民
族
法
学
を
め
ぐ
っ
て
」
「
追

想
の
青
山
道
夫
」
法
律
文
化
社
、
一
六
八
頁
）
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
戦

前
、
青
山
の
関
心
は
、
日
本
民
法
の
も
つ
家
族
制
度
的
特
質
が
日
本

の
歴
史
的
風
土
か
ら
来
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
近
代
化
さ
れ
た
家
庭

生
活
を
社
会
と
家
庭
の
発
展
を
無
視
し
た
法
と
倫
理
で
国
家
権
力
が

封
建
的
な
「
家
」
制
度
の
枠
内
に
押
し
こ
め
よ
う
と
す
る
こ
と
の
非

論
理
性
を
批
判
し
て
い
た
が
、
他
方
同
時
に
「
人
種
学
的
法
学
ｌ
そ

の
理
論
と
実
践
」
（
一
九
三
六
、
法
律
時
報
）
「
未
開
社
会
に
於
け
る
法

と
秩
序
」
（
一
九
三
九
、
政
経
志
林
）
「
人
種
学
的
法
学
の
現
代
に
於
け

る
意
義
」
（
一
九
四
三
、
法
学
新
報
）
「
法
と
人
類
学
（
一
’
三
）
」
（
一

九
四
三
、
法
学
新
報
）
等
を
発
表
し
て
、
戦
後
に
お
け
る
「
民
族
法
律

学
に
つ
い
て
ｌ
素
描
的
一
試
論
」
（
一
九
五
三
、
法
政
研
究
）
お
よ
び

画
期
的
著
作
と
も
い
え
る
「
民
族
法
学
序
説
」
（
一
九
五
五
、
酒
井
書

店
）
の
重
厚
な
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
を
演
奏
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ま
た
、

青
山
は
不
朽
の
訳
業
を
果
し
て
い
る
。
モ
ル
ガ
ン
の
「
古
代
社
会
」

上
・
下
（
一
九
六
一
、
岩
波
文
庫
）
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
分
析
に

対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
青
山
は
、
決
し
て
批
判
の
た
め
の
批
判
は

し
な
か
っ
た
。
実
証
論
理
的
で
あ
り
、
文
献
学
的
に
モ
ル
ガ
ン
Ⅱ
エ

ン
ゲ
ル
ス
を
批
判
し
た
が
、
「
古
代
社
会
」
を
完
訳
さ
れ
、
ま
た
「
マ

ル
キ
シ
ズ
ム
と
家
族
法
」
（
一
九
四
九
、
法
律
文
化
）
、
「
ソ
ヴ
ェ
ト

に
お
け
る
事
実
婚
の
問
題
」
（
一
九
五
二
、
穂
積
追
悼
・
家
族
法
の
諸
問

題
）
、
「
中
国
に
お
け
る
家
族
の
問
題
ｌ
人
民
公
社
を
中
心
と
し
て
」

（
一
九
五
九
、
法
律
の
ひ
ろ
ぱ
）
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
家
族
法
の
素
描
」
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有
地
亨
と
共
筆
（
一
九
六
一
、
法
政
研
究
）
「
唯
物
史
観
と
家
族
理
論

ｌ
玉
城
教
授
の
批
判
に
答
え
て
ｌ
」
（
一
九
六
一
、
法
政
研
究
）
、

三
ン
ゲ
ル
ス
『
起
源
』
の
命
題
と
唯
物
史
観
ｌ
再
び
玉
城
教
授

の
批
判
に
答
え
る
ｌ
」
（
一
九
六
八
、
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
）
、

「
モ
ル
ガ
ン
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
家
族
論
（
江
守
五
夫
・
山
本
啓
と
の

対
談
）
」
（
一
九
七
六
、
情
況
）
等
を
見
れ
ば
、
青
山
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

に
深
い
理
解
を
示
し
つ
つ
、
社
会
主
義
国
の
家
族
法
に
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
理
論
が
如
何
に
実
践
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
強
い

関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

戦
後
、
民
族
法
学
を
主
張
し
た
青
山
は
、
戦
前
か
ら
の
民
族
学
、

民
俗
学
、
人
種
学
、
人
類
学
等
の
蓄
積
の
上
に
立
っ
た
法
学
の
成
立

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
青
山
法
学
の
す
べ
て
は
、
そ
の
よ

う
な
民
族
法
学
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
法
学
で
あ
り
民
法
学
で
あ
っ

た
。
民
法
の
分
野
で
は
穂
積
重
遠
、
中
川
善
之
助
の
系
譜
に
属
す
る

が
、
中
川
理
論
に
対
す
る
批
判
は
つ
よ
い
。
む
し
ろ
両
者
を
合
せ

て
、
さ
ら
に
民
族
学
で
基
礎
づ
け
た
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
民
法
解

釈
学
や
判
例
研
究
も
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、
青
山
法
学
の
特
質
は

民
族
法
学
と
同
時
に
、
日
本
家
族
制
度
の
批
判
と
民
主
主
義
の
原
理

に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
青
山
は
マ
リ
ノ
ゥ
ス
キ
ー

が
批
判
し
た
「
安
楽
記
子
の
人
類
学
」
者
で
あ
っ
て
、
決
し
て
フ
ィ
ー

ル
ド
で
格
斗
す
る
現
地
調
査
派
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
戦
後

法
社
会
学
の
隆
盛
に
も
拘
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
現
地
調
査
で
生
ま
の
資

料
を
掘
り
起
す
と
い
う
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た
。
青
山
は
白
哲
痩
躯

で
き
わ
め
て
病
弱
に
承
え
た
。
し
か
し
青
山
は
必
ら
ず
し
も
病
身
で

は
な
か
っ
た
し
、
殊
の
ほ
か
暑
熱
に
は
強
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
五

九
年
盛
夏
に
中
国
を
訪
問
し
た
り
、
一
九
六
二
年
コ
ナ
ク
リ
で
催
さ

れ
た
第
二
回
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
法
律
家
会
議
に
出
席
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
民
主
的
な
会
議
で
も
そ
の
熱
心

さ
は
決
し
て
人
後
に
落
ち
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
。
戦
後
間
も
な
く
発

足
し
た
ユ
ネ
ス
コ
協
会
で
の
活
躍
は
最
も
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
し
、
ま
た
学
術
会
議
の
会
員
は
一
九
六
○
年
か
ら
七
二
年
ま
で
四

期
十
二
年
に
わ
た
る
。
学
究
肌
で
あ
り
な
が
ら
学
問
と
実
践
を
連
結

さ
せ
る
民
主
的
社
会
活
動
に
は
率
先
し
て
当
っ
た
。
日
本
法
社
会
学

会
理
事
長
も
二
期
四
年
間
つ
と
め
た
。
学
問
的
な
実
態
調
査
に
は
興

味
を
示
さ
な
か
っ
た
代
り
に
民
主
的
な
実
践
活
動
に
は
き
わ
め
て
熱

心
で
あ
っ
た
。
法
社
会
学
に
は
常
に
積
極
的
な
好
意
を
も
ち
つ
づ
け

て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
自
ら
調
査
に
タ
ッ
チ
し
な
か
っ
た
の
は
、
法

社
会
学
的
な
実
態
調
査
や
数
量
的
・
記
号
的
・
形
式
的
な
社
会
学
で

一
体
何
が
わ
か
る
の
か
、
と
い
っ
た
批
判
を
常
に
も
っ
て
い
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。
自
ら
は
「
僕
は
ず
ぼ
ら
で
身
体
も
弱
い
か
ら
」
と

云
っ
て
は
い
た
が
。

青
山
家
族
法
学
は
、
初
め
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
機
能
主
義
的
民
族

学
的
理
論
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
文
化
的
存
在
で
あ
る
人
間
が

そ
の
精
神
的
価
値
体
系
に
基
づ
い
て
社
会
類
型
的
に
行
動
す
る
と
い
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う
社
会
的
原
因
か
ら
社
会
的
制
度
が
発
生
す
る
と
し
諺
さ
ら
に
デ
『
一

ル
ヶ
ー
ム
の
国
家
統
制
的
社
会
制
度
と
し
て
の
家
族
理
論
を
抱
え
、

そ
し
て
究
極
的
に
は
近
代
社
会
の
家
族
は
結
局
に
お
い
て
エ
ト
ス
に

基
因
し
て
行
動
す
る
様
式
を
そ
な
え
る
べ
き
で
あ
る
、
こ
と
を
論
証

し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
思
考
は
、
青
山
の
ヒ
ュ
ー

言
一
ズ
ム
に
貫
徹
す
る
精
神
に
基
い
て
、
現
行
家
族
法
を
歴
史
的
な

価
値
基
準
に
支
え
ら
れ
た
近
代
的
婚
姻
家
族
の
原
理
に
よ
っ
て
貫
か

れ
る
べ
き
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
法
規
範
と
倫
理
・
道
徳
的
規
範

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
合
理
主
義
的
な
峻
別
理
論
に
は
賛
成
し
な

い
。
も
と
よ
り
封
建
的
道
徳
規
範
が
実
定
法
の
な
か
に
埋
没
し
つ
つ

も
姿
を
現
わ
し
て
い
る
民
法
第
七
三
○
条
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
無

効
と
し
つ
つ
も
削
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
誰
よ
り
も
強
く
主

張
し
た
。
し
か
し
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
の
原
理
か

ら
生
ず
る
近
代
的
家
族
倫
理
こ
そ
近
代
的
家
族
法
の
支
え
と
な
る
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
夫
婦
間
の
愛
情
や
未
成
熟
子
に
対
す
る
親
の
扶
養

義
務
な
ど
に
つ
い
て
は
法
律
上
明
文
化
し
た
方
が
い
い
と
考
え
、
中

国
婚
姻
法
の
な
か
に
存
在
す
る
倫
理
規
範
に
注
目
し
て
い
る
。

青
山
家
族
法
の
各
論
的
な
核
は
近
代
的
婚
姻
制
度
で
あ
る
。
青
山

に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
は
性
愛
を
中
心
と
し
た
男
女
の
結
合
で
あ
っ
て

社
会
的
価
値
判
断
に
よ
っ
て
統
制
を
受
け
る
規
範
的
存
在
で
あ
り
、

夫
婦
・
親
子
間
の
家
族
的
機
能
や
感
情
を
鑿
序
し
た
文
化
現
象
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
青
山
か
ら
婚
姻
や
家
族
は
法
の
立
入
る
べ
き
で
な

い
聖
域
と
い
う
考
え
は
出
て
こ
な
い
。
事
実
婚
主
義
よ
り
法
律
婚
主

義
を
と
る
青
山
は
、
そ
れ
が
婚
姻
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の
で
な

く
、
反
っ
て
近
代
的
婚
姻
秩
序
の
維
持
に
役
立
つ
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
法
律
婚
主
義
は
必
然
的
に
内
縁
を
派
生
す
る
が
、
男

女
の
結
合
関
係
の
な
か
で
準
婚
と
し
て
婚
姻
以
外
に
保
護
さ
る
べ
き

内
縁
と
保
護
に
価
し
な
い
非
婚
的
事
実
を
区
別
し
て
い
る
。
た
だ
わ

が
国
の
届
出
婚
主
義
が
西
欧
的
民
事
婚
主
義
に
比
し
て
余
り
に
も
無

味
乾
燥
な
る
事
務
手
続
に
お
わ
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
鋭
く
批
判

す
る
。
筆
者
も
こ
の
点
は
夙
に
強
く
指
摘
し
た
点
で
あ
っ
て
、
も
は

や
事
実
婚
主
義
か
法
律
婚
主
義
か
を
論
ず
る
実
益
は
乏
し
く
、
こ
れ

ら
を
新
し
い
習
俗
的
儀
式
婚
と
統
一
的
に
把
え
た
上
で
立
法
化
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
西
村
信
雄
博
士
の
わ

が
国
の
届
出
婚
主
義
は
古
い
家
制
度
か
ら
脱
け
出
し
て
い
な
い
か

ら
、
強
制
的
民
事
婚
主
義
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
議
論
と
共
に
、

今
一
歩
突
き
こ
ん
だ
青
山
の
立
法
論
的
考
察
が
望
ま
れ
て
い
た
。
筆

者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
高
梨
公
之
、
島
津
一
郎
ら
と
共
に
具
体
的

な
立
法
政
策
的
議
論
を
展
開
し
た
（
「
婚
姻
法
の
近
代
化
」
（
勁
草
書

房
、
一
九
六
六
）
二
二
六
頁
以
下
）
。

以
上
、
青
山
家
族
法
学
の
特
質
を
摘
記
し
た
が
、
そ
の
特
色
を
最

も
体
系
的
網
羅
的
に
論
評
し
た
も
の
と
し
て
は
九
州
家
族
研
究
会

「
青
山
家
族
法
学
の
特
質
」
が
あ
り
、
ま
た
江
守
五
夫
「
青
山
道
夫

博
士
の
民
族
学
と
家
族
理
論
」
も
ま
た
そ
の
最
も
特
筆
す
べ
き
民
族

－76－



学
と
家
族
法
学
と
の
関
連
を
論
評
し
た
も
の
で
あ
る
（
何
れ
も
青
山

道
夫
博
士
追
悼
論
集
「
家
族
の
法
と
歴
史
」
法
律
文
化
社
、
一
九
八
一
所

収
）
・
さ
ら
に
大
原
・
黒
木
編
「
追
想
の
青
山
道
夫
」
（
法
律
文
化
社
、

一
九
七
九
年
）
に
所
収
さ
れ
た
三
つ
の
座
談
会
「
青
山
先
生
の
民
族

法
学
を
め
ぐ
っ
て
」
「
青
山
先
生
の
社
会
活
動
に
つ
い
て
」
「
九
大

時
代
の
青
山
先
生
」
は
一
三
○
頁
以
上
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
て
、
青

山
道
夫
の
足
跡
を
青
山
を
囲
ん
で
青
山
自
身
に
語
ら
せ
た
記
録
と
し

て
貴
重
で
あ
る
。

（
早
稲
田
大
学
・
民
法
、
法
社
会
学
）
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